
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 規 程 の 一 部 を

改 正 す る 規 程 の あ ら ま し  

 

１  水 道 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 ２ 以 上 の 事 務 所 の 給 水 装 置 工 事

主 任 技 術 者 を 兼 任 す る こ と が 可 能 で あ る こ と を 明 確 化 す る た め の 改 正

を 行 い ま す 。  

 

２  能 勢 町 と の 事 業 統 合 に 伴 い 、 豊 能 水 道 事 業 の 名 称 を 豊 能 地 域 水 道 事

業 に 改 め ま す 。  

 

３  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 が 令 和 ６ 年 10月 １ 日

に 施 行 さ れ る こ と に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

４  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 31日 、 同 年 ４ 月 １ 日 及 び 同 年 10月 １ 日 か

ら 施 行 し ま す 。  

 


